
○ 法人等に関する情報 

【個情７８条１項３号イ（旧行個（旧独個）１４条３号イ）関係】 

７ 答申１９（行個）９９ 

「本人に係る「苦情・情報提

供・相談処理票」等の一部開

示決定に関する件」 

 

・ 本人の情報提供等を端緒

として行われた保険医療

機関に対する指導に関す

る情報について，法１４条

３号イ該当性を認め，不開

示を妥当としたもの 

・ 処理票に係る不開示部分

のうち，本人に既に説明し

た内容については，法１４

条３号イ該当性を否定し，

開示すべきとしたもの 

２ 不開示情報該当性について 
（１）本件対象保有個人情報について，当審査会において見分したとこ

ろ，本件不開示部分には，特定保険医療機関において診療報酬の不

正請求等が行われている旨審査請求人から提供を受けた情報につ

いて，兵庫社会保険事務局での対応方針が具体的に記載されている

と認められる。 
厚生労働省及び地方社会保険事務局等は，保険診療等の質的向上

及び適正化を図るため，保険医療機関等に対し，健康保険法等の規

定に基づく指導又は監査を行っている。また，処理票は，保険医療

機関に関する苦情，情報提供及び相談があった際に作成されるもの

であり，情報提供者から寄せられた情報は，保険医療機関に対する

指導を行う端緒ともなり得るものである。 
さらに，処理票の対応欄には，保険医療機関に対する苦情や診療

報酬の不正・不当請求等についての情報の提供を受けて，指導監督

機関がどのように対応すべきか，あるいは，対応したかについて具

体的に記載されるものであり，指導に係る情報が記載されることも

あり得るところである。 
（２）そこで検討すると，保険医療機関に対する指導に関する情報は，

一般には当該保険医療機関にとって信用低下につながるおそれの

ある情報であることは否定できず，このため，対応欄の記載内容が

開示されると，仮にそこに指導に係る情報が記載されている場合，

具体的な医療機関の名称が開示されている本件においては，当該保

険医療機関の信用が低下し，現在及び将来の業務上の地位に不利益

を与えることになることも推認されるところである。また，特段指

導に係る情報が記載されていない場合であっても，そのような場合

にのみ開示することにすると，不開示とした場合には，当該保険医

療機関が何らかの不適切な問題を有していることを認めることと

なり，ひいては，法１４条３号イの不開示情報を開示することとな

るため，妥当ではない。 
なお，審査請求人は，法１４条３号イによる不開示部分について

は，同号ただし書に該当する旨主張しているが，本件対象保有個人

情報を見分した結果を踏まえ検討すると，本件において，同号ただ

し書に該当する事情があるとは認められない。 
以上のことから，このような保険医療機関に対する対応方針が記

載された本件不開示部分は，下記（３）で検討する部分を除き，公

にすることにより，当該保険医療機関の権利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるため，法１４条３号イに該当し，

不開示が妥当である。 
（３）他方，平成１７年１１月７日受付分の処理票に係る対応欄の不開

示部分の下から３行目ないし４行目については，事務局職員をして

諮問庁に確認させたところ，審査請求人に既に説明した内容である

とのことであり，本人も了知していると推認されることから，これ



 

を開示したとしても，当該保険医療機関の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず，法１４条３号

イの不開示情報には該当しないため，開示すべきである。 
８ 答申１９（行個）１１２ 

「平成１７年度に本人が行

った申告に関し，特定労働基

準監督署が交付した行政指

導文書の控の不開示決定に

関する件」 

 

・ 本人が自身の労働条件に

係る事業場の法違反につ

いて申告したことに基づ

き監督署が臨検監督し交

付した行政指導文書に関

し，法違反の条項について

法１４条３号イ，５号及び

７号イ該当性を否定し，開

示すべきとしたもの 

・ 本人が自身の労働条件に

係る事業場の法違反につ

いて申告したことに基づ

き監督署が臨検監督し交

付した行政指導文書に関

し，具体的指導内容につい

て法１４条３号イ該当性

を認め，不開示を妥当とし

たもの 

 

２ 不開示情報該当性 
（５）⑧前文は，事業場に対し法令違反の是正を求める旨が記載された

定型文であるが，当該事業場が特定の法令に違反していることが明

らかになるよう，担当労働基準監督官により修正が施されているも

のである。また，⑩違反法条項等欄には，事業場が違反した具体的

な法令名及び条項が記載されている。 
諮問庁は補充理由説明書において，申告人である審査請求人には，

被申告事業場に対して行政指導を行った旨を伝えたが，具体的な指

導内容までは伝えなかったことから，当該部分は審査請求人が当然

承知している内容とは言えない旨説明する。 
確かに，一般的には，当該部分は申告人である審査請求人が知り

得る情報であるとは認められず，これらを開示すると，当該事業場

に対する信用を低下させ，取引関係や人材確保の面等において，当

該事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あると考えられる。 
しかしながら，諮問庁は，本件対象保有個人情報が記載された文

書は是正勧告書（控）であることを明らかにしており，また，そも

そも是正勧告書は法令違反が認められた事業場に対し交付される

文書であることを考慮すると，審査請求人の申告に関し，労働基準

監督署が被申告事業場の法令違反を認め，行政指導を行ったこと

は，審査請求人には既に明らかであると認められる。 
また，当審査会において本件対象保有個人情報を見分したところ，

行政指導が行われた法令違反は，審査請求人本人の労働条件に関す

るもののみであり，是正が行われれば直ちに審査請求人の知るとこ

ろとなるものであると認められる。諮問庁が補充理由説明書におい

て，申告に係る法令違反は本件開示請求より前の平成１７年１０月

３日に是正されたとしていることを考慮すると，被申告事業場にお

いて審査請求人の申告内容にかかわる特定の法令及び条項の違反

が認められたことは，本件開示請求の時点で審査請求人が既に承知

していたものと認められる。 
上記の事情から，本件においては，審査請求人の申告内容にかか

わる特定の法令及び条項の違反について，被申告事業場が労働基準

監督署から行政指導を受けたことは，審査請求人には既に明らかで

あると認められるため，⑧前文及び⑩違反法条項等欄を開示するこ

とにより，審査請求人に対し，被申告事業場が違反した具体的な法

令名及び条項が明らかになっても，当該事業場の権利，競争上の地

位その他正当な利益が害されるおそれがあるとは認められない。ま

た，同様の理由により，検査事務という性格を持つ監督指導業務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，かつ，犯

罪の予防に悪影響を与えるおそれがあると行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由があるとは認められない。 
したがって，⑧前文及び⑩違反法条項等欄は，法１４条３号イ，

５号及び７号イのいずれにも該当せず，開示すべきである。 



（６）一方，⑪違反事項欄及び⑫是正期日欄には，被申告事業場が自ら

の労務管理に関して労働基準監督署から指導を受けた法令違反の

内容及び当該違反の是正期限が記載されているが，これらの記載

は，被申告事業場に対する臨検監督の結果，労働基準監督官が認定

した事実に基づいた具体的かつ詳細な記述であり，申告人である審

査請求人が知り得る情報であるとは認められず，これらの記載を開

示すると，当該事業場に対する信用を低下させ，取引関係や人材確

保の面等において，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められる。 
したがって，⑪違反事項欄及び⑫是正期日欄の各記載は，法１４

条３号イに該当し，同条５号及び７号について判断するまでもな

く，不開示が妥当である。 
25-38 答申２５（行個）８５ 

「本人が被災した労働災害

に係る災害調査復命書等の

一部開示決定に関する件」 

 

・ 災害調査復命書に添付さ

れた事業場の作業現場等

の写真について，当該事業

場に勤務していた審査請

求人には知り得る情報で

あることなどから，１４条

３号イ及び 7 号イに該当

しないとした例 

２ 不開示情報該当性について 
（略） 
（２）文書２（図１ないし図３）の不開示部分について 

当該部分について，当審査会事務局職員をして，諮問庁に確認さ

せたところ，本件図面は，当該事業場から佐賀労働基準監督署に提

出された図面であるとのことであった。これを開示すると，当該事

業場をはじめとする各事業者が，労働基準監督機関に対する関係資

料の提出等に非協力的となり，労働基準監督機関の行う検査等に係

る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 
したがって，当該部分は，法１４条７号イに該当し，同条３号イ

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 
（３）文書３（写真１ないし写真１６）の不開示部分について 

当該部分は当該事業場の作業現場等の写真であり，原処分におい

て当該写真の標題が開示されていることから，当該事業場に勤務し

ていた審査請求人には当然知り得る情報であり，また，特別なノウ

ハウ等が掲載されているとは認められないことから，当該部分を開

示しても，当該事業場に対する信用を低下させ，取引関係や人材確

保の面等において，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるとは認められず，労働基準監督機関の行

う検査等に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ

又は違法若しくは不当な行為を容易にするおそれがあるとは認め

られない。 
したがって，当該部分は，法１４条３号イ及び７号イのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 
4-21 答申４（行個）５１６５ 

「本人に対する休業補償給

付の不支給決定に係る調査

復命書等の一部開示決定に

関する件」 
 

・ 審査請求人が事務局長

を務めた団体の理事会等

の議事録について，審査

請求人の出席又は審査請

２ 不開示情報該当性について 
（１）開示すべき部分（別表の３欄に掲げる部分）について 
（略） 

   タ 通番１０（４）及び（５） 

     当該部分は，特定事業場が開催した理事会及び評議員会等の

議事録であり，特定事業場の事務局長の選任に係る人事等につ

いての議論や出席者の主観など機微な内容が記載されている。 

当該部分のうち通番１０（５）は，原処分で開示されている

情報と照らし合わせると，当該議事録が作成された理事会及び

評議員会等への審査請求人の出席が確認でき，又は審査請求人



 

求人による議事録作成が

明らかな回については，

本人が知り得る内容と認

められるため全部開示

し，そうでない回につい

ては，会議内容が人事等

の機微な内容であること

を踏まえ，議案等に限っ

て開示すべきと判断した

例 

の氏名で当該議事録を作成した旨の添え書き等が記載されてい

る。このため，審査請求人が当該理事会及び評議員会等の議事

内容を知り得るもの，又は推認できるものと認められる。 

また，通番１０（４）については，当審査会において関係資

料を見分する限り，当該議事録が作成された理事会及び評議員

会等への審査請求人の出席の有無は明らかでないものの，これ

らの議事録に記載された標題，項目の見出し及び議案は，当審

査会事務局職員をして特定事業場のウェブサイトを確認させた

ところ，同等の情報が公表されていることが確認され，当該部

分は審査請求人が知り得る情報であると認められる。 

     このため，当該部分は，これを開示しても，特定事業場の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは

認められない。 

また，当該部分は，審査請求人に対して開示しないとの条件

を付すことが当該情報の性質等に照らして合理的であるとは認

められず，これを開示しても，労働基準監督機関が行う労災認

定に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとも認

められない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イ及びロ並びに７号

柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２）その余の部分（別表の３欄に掲げる部分を除く部分）について 

（略） 
ウ 法１４条３号イ及びロ並びに７号柱書き該当性 
（略） 

（イ）通番１０③ａ及びｂ 
通番１０③ａは，特定事業場が特定労働基準監督署に提出

した送付状に記載された特定労働基準監督署からの質問に対

する特定事業場の回答である。 
したがって，当該部分は，上記イ（ア）と同様の理由によ

り，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号イ及びロについ

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   通番１０③ｂは，上記（１）タにおいて述べたとおり，特

定事業場が開催した理事会及び評議員会等の議事録に，特定

事業場の事務局長の選任に係る人事等についての議論や出席

者の主観など機微な内容が記載されているものと認められ

る。 
 

6-32 答申６（独個）４２ 

「本人の契約に係る特定法

人調査結果の不開示決定に

関する件」 

 

・ 特定法人調査結果の報

告書には特定法人のノウ

ハウである融資審査の基

準、手続等の詳細やその

２ 本件対象保有個人情報の不開示情報該当性について 

（２）その余の部分について 

ア 当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ、諮問

庁はおおむね以下のとおり説明する。 

（ア）法７８条１項３号イ該当性について 

     理由説明書（上記第３）で述べたとおり、本件文書は、特

定法人が融資を行い、機構が当該融資に係る債権を買い取っ

た特定商品のうち不適正利用の懸念がある案件について、特

定法人が実施した調査の報告書である。 



推察を可能とする情報、

調査主体が個別の融資案

件の適切性を調査する際

に用いられた手法や着眼

点に係る情報が記載され

ており、これを開示する

ことにより特定法人及び

調査主体の競争上の地位

その他正当な利益を害す

るおそれがあり、法７８

条１項３号イに該当する

とした例 

本件文書には、特定法人のノウハウである融資審査の基準、

手続等の詳細やその推察を可能とする情報、調査主体が個別

の融資案件の適切性を調査する際に用いられた手法や着眼点

に係る情報が記載されている。金融機関における融資審査の

基準、手続等は、金融機関が融資を行うか否かの判断を行う

に当たっての重大な内部の機密情報であり、また、調査主体

の用いた調査手法等についても、当該調査主体の重要なノウ

ハウに当たると考えられる。 

これらを開示することは、特定法人の今後の業務において、

同業他社に対する独自性を失うほか、当該情報を悪用して融

資審査の基準に適合させるような虚偽の借入申込みを誘発す

るおそれがあり、また、調査主体の今後の業務において同業

の者に対する優位性を失わせることとなる。 

このため、本件文書は、これを開示することにより特定法

人及び調査主体の競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあり、法７８条１項３号イに該当する情報である。 

（イ）審査請求人は、審査請求人以外の者による書類偽造等によ

り、審査請求人が与り知らないところで特定商品の不適正利

用が行われたものであり、その疎明のために、本件対象保有

個人情報は、法７８条１項３号ただし書に規定する「人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必

要であると認められる情報」に該当する旨主張している。 

しかし、本件文書は、審査請求人の財産の保護等に直接関

係する情報の記載はなく、法７８条１項３号ただし書に該当

するとまではいえず、審査請求人の当該主張に従って本件対

象保有個人情報を開示する理由はないと考える。 

（ウ）以上のことから、本件対象保有個人情報を不開示とした原

処分は妥当であると考えるものである。 

イ 本件文書の保有に係る諸経緯、その内容等に鑑みれば、これ

を開示することにより特定法人及び調査主体の構成員である事

業を営む個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ

があり、また、本件文書には法７８条１項３号ただし書に該当

するといえるような審査請求人の財産の保護等に直接関係する

情報の記載は認められない旨の上記諮問庁の説明は、不自然、

不合理であるとはいえず、これを否定し難い。 

したがって、当該部分は法７８条１項３号イに該当すると認

められ、同号ロについて判断するまでもなく、不開示としたこ

とは妥当である。 
 


